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１．都道府県知事が実施する准看護師試験に合格した者。 
 
２．申請に必要な書類 
   
 １）申請書 
  
２）診断書……１ヶ月以内のもの 
 
３）戸籍抄本（謄本）……６ヶ月以内のもの 
 
４）収入証紙……５,６００円 
 

 ５）その他……佐賀県以外の試験合格者は、合格証書を保健所に持参し、原本証明を受ける 
 
保健師助産師看護師法 
[准看護師の免許] 
第八条  准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 
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